
 

 

 

 

（１）介護保険制度 

   利用するには、市役所や各支所窓口で要介護認定の申請が必要です。 

申請は本人や家族のほか、函館市地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などでも代

行可能です。 

ホームヘルパーの訪問やデイサービス、また福祉用具のレンタルやショートステイなどの

日常生活上の支援を利用できます。本人に必要な介護の程度（要介護度）に応じて、ケアマ

ネジャーによるケアプランに基づきサービスを利用できます。 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

介護の税金控除（医療費控除・障害者控除） 

 

 

 

 

介護保険が適用される介護サービス費用の中で、医療と関連性のあるサービスは医療費控除

の対象となります。 

「在宅サービスの医療費控除」「施設サービスの医療費控除」は、領収書に医療費控除の対

象となる金額が記載されています。 

●寝たきりの高齢者などが使用するおむつ代の医療費控除については、 

介護保険課 介護認定担当 

              ℡ ２１－３０２８ へお問い合わせください。 

●障害者手帳を持たない６５歳以上の方で、認知症または常に寝たきりの場合、障害者控除 

の認定書を交付しますので、 

  高齢福祉課 相談支援担当 

                  ℡ ２１－３０２５ へお問合せください。 
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６ 地域で暮らし続けるために 

 

 

検索函館市介護保険制度 

所得税および住民税を計算する際に

控除される場合があります。 

 

 

介護保険制度（保険料、サービス費用、サービス利用の手続き）に 

ついては、「介護保険と高齢者福祉の手引き」をご覧ください。 

「介護保険と高齢者福祉の手引き」は、市役所・各支所・函館市地域 

包括支援センターで配布しているほか、市のホームページにも掲載して 

おります。 

問合せ先 高齢者・介護総合相談窓口 

℡ ２１－３０２５ 




